
赤磐市立地適正化計画（素案）
概要版

■立地適正化計画とは

■策定の目的と背景

少子高齢化・人口減少社会を

背景に、地域の活力低下や税収

の減少、老朽化した公共施設の

維持管理コストの増大など、持

続可能な都市運営が困難になり

つつあります。このままでは公

共交通や医療・福祉・商業など

の都市機能の維持もできなくな

るなど、更なる問題が生じるこ

とも懸念されます。

将来にわたって生活サービス

や公共施設を維持しながら、市

民誰もが住みやすい持続可能な

まちづくりを進めていくため、

立地適正化計画を策定し、交通

利便性の高い地域への都市機能

や居住の誘導を図るための取り

組みを促進します。
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老年人口比率 年少人口比率

赤磐市の人口

65歳～

15～64歳

0～14歳

（万人）

実績値 推計値

4.3万人 3.6万人

2035年には総人口が4万人を下回り、
老年人口比率は上がり続けると予測されています

赤磐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン
（改定版 Ｒ２.３）より（2020年以降は推計値）

■計画の位置づけと目標年度

赤磐市
総合計画

赤磐市都市計画マスタープラン

赤磐市立地適正化計画
連携

公共交通計画や公共施設
等総合管理計画等、

まちづくりに関する計画

概ね２０年後の都市の将来像を展望し、目標年度を令和２２年度（２０４０年）とします。

人口減少・少子高齢化
インフラの老朽化
生活サービスの衰退…

都市計画法を中心とした従来の

土地利用の計画に加えて、居住

機能や都市機能の誘導により、

集約型都市構造（コンパクトで

ネットワーク化された都市づく

り）に向けた取組を推進するも

のです。

国土交通省資料より

？
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【資料３】
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１．現状と課題

■赤磐市の現状と課題

人口の将来予測で生じる大きな地域差

昼間人口の流出（雇用の他市への依存）

住宅に偏った土地利用（都市機能の不足）

地価の下落傾向

稼ぐ力の弱さ（都市の脆弱性）交通利便性の低さ

国勢調査の数値より推計 都市計画基礎調査（2018年度実施）

※地価公示（国土交通省） 国勢調査

令和３年版 岡山県市町村ハンドブック

（千円）

S60      H2       H7      H12    H17     H22    H27       R2
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１．現状と課題

■課題の整序

！
都市構造

！
土地利用・
都市機能

！
居住環境

■あかいわの魅力

広域道路交通網の充実と
高次都市拠点（岡山市）までの近さ

災害に強いまち

南海トラフ巨大地震による震度分布図
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【地震により堤防等が破壊される場合】

岡山県南広域都市計画区域岡山県南広域都市計画区域

子育てするなら赤磐市



２．立地の適正化に関する基本的な方針

■まちづくりの基本方針

！
都市構造

！
土地利用・
都市機能

！
居住環境

災害に強いまち

広域交通網・
岡山市への
アクセス性

子育てする
なら赤磐市

経済産業に活力があり、ひとが
集まるまちを創る

安心して子育てができ、次代を
担うひとが育つまちを創る

多彩な人材の活躍により、地域
が活性化しているまちを創る

第２次赤磐市総合計画 課題 魅力

<< まちづくりの基本方針 >>

人々が“いきいき”と生活し“独自”のまちとして“きらり”と発展していく、「活力ある、住みよい、住みたい」まち赤磐

～”ベッドタウン”から” コネクティッドシティ”へ つながり交流する都市への転換～

■課題解決のためのストーリーと施策展開

4



３．都市機能と居住の誘導

■都市機能と居住を誘導するために取り組む施策 ※主要な施策を掲載

居
住
誘
導
施
策

市街地の拡散抑制

空き家の活用支援

移住定住に対する支援

・５０戸連たん制度(都市計画法第34条第11号)の廃止による開発許可制度の厳格化。

・居住誘導区域内の空き家を除却し、利活用を図る者に対し、解体費用の一部を補助する
ことを検討。

・東京圏等から赤磐市に転入し、県内企業等に就職した場合に支援金を交付。

都
市
機
能
誘
導
施
策

都市構造の再編

・利便性の高いエリアの市街化区域への編入。
・将来都市構造の実現に向けた市街化調整区域への編入。
・時代のニーズに対応した用途の再編。

都市機能の集積による新たな拠点の形成

・民間事業者が実施する誘導施設等の整備に対する支援（まち再生出資）の活用。

観光拠点の整備

・市内観光の回遊性向上に資する観光案内拠点を整備。
・主に市内の特産品の販売を取り扱う地域振興施設を整備。

職住近接型の雇用創出

・『都市機能誘導施設』や『立地を促進する施設』の新設に対する支援を検討。

市民交流施設の整備

・子育て支援や生涯学習、文化活動、コワーキングなど市民の活動を幅広く支援すること
ができる施設を整備。

交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
施
策

交通結節点の整備

・岡山駅～新拠点～瀬戸駅間を新たな交通軸として位置づける。
・新拠点を路線バスや高速バスの発着点とし、タクシーや新たな

モビリティなどの移動手段と接続した利便性の高い交通結節点
の整備を図る。

交通ネットワークの強化

・桜が丘を中心とした基幹路線の
通勤・通学需要に対し、シェア
サイクルやシェアキックボード
等の利用を促進する環境を整える。

交通サービスの充実

・各地域の高齢者等の日常的な
買い物・通院需要に対し、目的地
までの移動をサポートするため、
デマンド交通を拡充する。

交通ネットワーク施策による将来交通ネットワーク図
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３．都市機能と居住の誘導

■誘導区域の設定

居住誘導区域の考え方

交通利便性の高い地域への誘導

基幹バス停に近いエリア（300ｍ圏）や、市役所・
桜が丘中央の各拠点の徒歩圏内（800ｍ圏）を居住
誘導区域に含めます。

安全な市街地の形成

土砂災害警戒区域を居住誘導区域から除外します。

既存の土地利用との整合性

市街化区域縁辺部の池や山林、公共公益施設等を居
住誘導区域から除外します。

新拠点形成に係る誘導準備区域の設定

河本・岩田地区における交通ターミナルを含む新
拠点の整備に伴い、拠点周辺の利便性は大きく向
上することが見込まれます。そのため、新拠点が
市街化区域へ編入された後に居住誘導区域に設定
するよう、『居住誘導準備区域』を設定します。

都市機能誘導区域の考え方
拠点の中心を設定

市役所を中心とする行政拠点を、都市機能誘導区域の中心に設定し、中
心の徒歩圏内（８００ｍ圏）かつ、居住誘導区域内を都市機能誘導区域
に含みます。

境界の設定
一定程度の都市機能が充実している範囲、又は将来的に都市機能の充実が確実に見込まれる
範囲で、かつ徒歩や自転車等により容易に移動できることを加味し、土地利用の現況や、河
川や広幅員道路など地形・地物による面的な分断などを考慮した境界を設定します。

新拠点形成に係る誘導準備区域の設定
河本・岩田地区における交通ターミナルを含む新拠点は現在、市街化調整区域であり、都市機能誘
導区域として位置づけることができませんが、市街化区域編入後には都市機能の充実が見込まれま
す。そのため、新拠点が市街化区域へ編入された後に都市機能誘導区域に設定するよう、『都市機
能誘導準備区域』を設定します。

《桜が丘》

《山陽団地・市役所周辺》

人口減少の中にあっても一定の
エリアにおいて人口密度を維持
することにより、生活サービス
やコミュニティ等を持続的に確
保できるよう、ゆっくりと時間
をかけて居住や都市機能を誘導
する区域です。

誘導区域とは・・・
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３．都市機能と居住の誘導

■都市機能誘導施設の設定

ストーリー２

新たな時代に対応した都市構造の再編

交通結節機能

子育て・医療・福祉・健康増進機能の集積

ストーリー３

赤磐の魅力を活かした移住定住の促進

ストーリー１

赤磐版コンパクト+ネットワークの構築

賑わい･交流の場防災の拠点

世代を超えて交流できる場

買物客･観光客が滞留できる場

アクセス性に優れた雇用の場

新たな働き方に対応した雇用の場

３つのストーリーから見えてきた必要な都市機能を
市民ニーズや施設の不足状況から具体化し、都市の
中心に立地を促進すべき施設を抽出しました。

都市機能 施設 定義

交通 交通ターミナル
・複数のバス路線の発着点となっている施設で、他の多様な交通手段とも接続され

た施設

福祉
サービス付き

高齢者向け住宅
・高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されるサービス付き高齢者向け住宅

健康増進
健康増進施設

（温浴・トレーニング）

・日本標準産業分類にある「その他の公衆浴場業」に該当する施設で、薬治、美容
など特殊な効果を目的として公衆又は特定多数人を対象として入浴させる施設

・日本標準産業分類にある「フィットネスクラブ」に該当する施設で、室内プール、
トレーニングジム、スタジオなど複数の運動施設を有し、会員に提供する施設

文化 市民交流センター
・世代間交流・子育て・サークル活動・生涯学習・コワーキングなどの市民活動を

幅広く支援する施設

商業 商業施設（複合型） ・賑わいと交流を創出し、滞留できる魅力的な施設

『都市機能誘導施設』

都市機能 施設

子育て 児童館

医療 診療所

文化 観光交流センター

商業

宿泊施設

飲食店

産業

企業オフィス
研究開発施設

コワーキングスペース
シェアオフィス

防災
市の中心的な防災の

拠点となる公園や広場

都市機能 施設

医療 総合病院

福祉 老人ホーム

教育
高等学校

大学

文化 文化ホール

『都市機能誘導施設』以外の
立地を促進する施設

他の関係機関との調整や広域連携により
立地を検討する施設

都市機能誘導施設とは、立地適正化計画に位置付けることで国等から
財政上、金融上、税制上の各種支援を受けることができる施設です。

7



３．都市機能と居住の誘導

■施策『都市機能の集積による新たな拠点の形成』 イメージ図

公共ゾーン
（道の駅）

産業振興・賑わい
ゾーン

行政拠点
ゾーン

行政・教育・医療
福祉・文化・防災

生活
利便

ゾーン

子育て・医療
福祉・健康増進

交通・交流
観光・防災

都市機能誘導区域及び都市機能誘導準備区域

産業・商業
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４．目指す将来の姿

目指す将来の姿

ネットワークの強化・充実によるコンパクトで効率的・一体的な都市『新生あかいわ』

時代のニーズに沿う役割（生活・行政・交通＋交流）に特化した各拠点

地域内と地域外が広域的につながり、賑わい・交流を創出する新たな拠点

あかいわの魅力を享受し職住が近接した生活と、広域的に人が集まる魅力的な都市

！
土地利用
都市機能

！
都市構造

居住環境

！

居住誘導施策による
人口密度の維持

都市機能誘導施策による
都市施設の誘導

交通ネットワーク施策
による交通利便性の強化

都市構造

他市依存からの脱却
自立した効率的な都市構造

職住近接と
賑わい・交流の創出による

市域内への人の流入

空き家・空き店舗の好循環
便利で魅力的なまちへ

土地利用
都市機能

良好な世代循環と
活発な土地利用

人口密度の維持よる
医療・福祉・商業など

都市機能の充実

地域内外を強く結びつける
公共交通の利便性向上

生活利便
性の向上

賑わい・
交流の創出

積極的な
民間投資

雇用の
創出

市の知名
度UP

交流人口
の増加

定住人口
の増加

市内企業
への

波及効果

農業収入
の増加

観光客の
増加

市内産品
の消費増

税収確保

新規
就農者の

増加

公共交通
サービス

向上

公共施設
の維持

空き家・
空き店舗
の好循環

積極的な
政策実行

都市部から
移住定住の

増加

市内全体の
魅力向上

持続可能なまち
あかいわへ

居住環境

生活拠点としての
魅力向上による

山陽団地の活性化

子育て世帯の流入による
地域コミュニティの再興

誰ひとり取り残さない
公共交通の充実

<< まちづくりの基本方針 >>

人々が“いきいき”と生活し“独自”のまちとして“きらり”と発展していく、「活力ある、住みよい、住みたい」まち赤磐

～”ベッドタウン”から” コネクティッドシティ”へ つながり交流する都市への転換～
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５．評価

■目標指標の設定

キーワード 指標 現況値
目標値

（2040年）

都市機能
誘導

昼夜間人口比率 87.6(R2) 100.0

赤磐市に常住する就業者のうち赤磐市内に
就業する人口割合（自宅含む）

46.4%(R2) 53.1％

居住誘導

居住誘導区域内の人口密度 73.3人/ha(R2) 83.0人/ha

居住誘導区域内の空き家数 354戸(R2) 260戸

公共交通

公共交通利用者数（市民バス） 32,766人（R３）
向上
※

通勤・通学時の交通手段が自家用車のみの割合 76.8%（R２） 68.４％

本市では、コンパクトでネットワーク化された都市づくりの進捗状況を把握するため、以下の
指標を立地適正化計画の目標指標として設定します。

６．届出制度

以下の行為を行おうとする場合には、着手する３０日前までに本市への届出が必要となります。

●都市機能誘導区域外において事前届出が必要な行為

開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

●都市機能誘導区域内において事前届出が必要な行為

誘導施設の休廃止 ・都市機能誘導区域内において、誘導施設の休止又は廃止を行う場合

●居住誘導区域外において事前届出が必要な行為

開発行為
①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が１，０００㎡以上の
もの

建築等行為 ①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して３戸以上の住宅とする場合

赤磐市 建設事業部 地域整備推進室
TEL：086-955-1745 FAX：086-955-6860
Mail：chiikiseibi@city.akaiwa.lg.jp

※ 令和５年度策定予定の赤磐市地域公共交通計画と整合を図りながら、随時見直しを行う。
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